
令和８年度 認定こども園田野っ子用務員（会計年度任用職員） 募集要領 

 

１．職種    用務員 

 

２．採用日    令和８年４月１日 

 

３．勤務場所  認定こども園田野っ子 

 

４．勤務時間 

 ・８時３０分から１７時１５分（内７時間） 

・場合により超過勤務手当の支給・振替休日があり、勤務時間を変更することがあります。 

 

５．業務内容 

 （１）施設の環境美化に関する作業及び清掃（園長等の指示する範囲） 

 （２）園児の給食の受け取り、数の確認、後片付け 

 （３）各保育室及び職員室の給食配膳並びに後片付け 

 （４）来客等への湯茶接待 

 （５）電話受付 

 （６）会合等会場設営並びに後片付け 

 （７）園行事用の用具の管理 

 （８）印刷作業の手伝い 

 （９）通知文書等の配布 

 （10）園長等の依頼による外部への用務 

 （11）その他必要に応じて園長等より指示された事項 

 

６．採用人数  ２名 

 

７．受験資格 

次の各項目に該当しない者 

①成年被後見人または被保佐人（準禁治産者を含む） 

②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが 

なくなるまでの者 

③田野町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

④人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第５章に規定する 

 罪を犯し刑に処せられた者 

⑤日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力 

 で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

８．任用期間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

・勤務不良等に該当する場合には、任用期間中でも解雇します。 



９．報 酬 等  基本  月額 １６９，８０６円～１８３，０８３円 

・超過勤務手当・通勤手当・期末勤勉手当あり（退職手当はありません。） 

・支払日は原則毎月２１日※報酬等の額、勤務時間等の条件は改正されることがあります。 

 

１０．週休日等 

・週休日 … 土日祝祭日及び別に定める週休日（行事等により変更有り） 

・休 日 … 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

・休 暇 … 年次有給休暇 年度につき最高１０日（採用月により異なる） 

 

１１．保 険 等 

・社会健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働災害補償制度あり 

 

１２．試験方法 

・書類選考及び面接 

・面接日時は、１２月中旬ごろの実施であり、後日申込者に通知または電話連絡します。 

 

１３．応募方法 

（１）田野町教育委員会に備え付けの申込書（写真添付） 

・写真は３か月以内に撮影した顔写真を添付してください。 

（２）提出された書類等は返却することができません。 

 

１４．申込先及び申込期限 

・申込みは、田野町教育委員会に提出してください。 

・申込期限 令和７年１１月２１日（金）１７時１５分 必着 

祝祭日を除く、月曜日から金曜日までの８時３０分から１７時１５分まで随時受けつけ

ております。 

 

１５．合格者の決定及び採用 

・試験結果は、申込者に文書通知します。 

 

１６．そ の 他 

・この会計年度任用職員については、次年度予算が成立することを前提とした募集内容と

なっております。募集開始時点では次年度予算は成立しておりません。今後の状況によ

り、今般の募集内容が変更となる可能性がありますことをご了承の上、ご応募ください。 

 

１７．お問い合わせ 

〒７８１－６４１０ 

高知県安芸郡田野町１４５６－４２ 

田野町教育委員会（採用担当） 

（電話）０８８７－３８－２５１１ 


